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ＰＦＩ導入可能性調査業務仕様書 

 

１ 業務名 

  松阪市北部学校給食センター整備事業に係るＰＦＩ導入可能性調査業務 

 

２ 業務目的 

本業務は、嬉野学校給食センターと三雲学校給食センターを統合した北部学校給

食センターの整備事業（以下、「本事業」という。）を効率的・効果的に推進する

ために、これまでの検討結果を踏まえた事業内容の検討・整理と、民間の資金や改

修・運営のノウハウを活用する手法の導入可能性を調査し、新たな学校給食センタ

ーの構想について検討することを目的とする。 

 

３ 業務の内容 

（１） 整備基本計画（案）の作成 

『平成２４年度学校給食推進委員会による答申（別冊1）』や地元・関係者等との

協議を踏まえて作成した『北部学校給食センター建設事業に伴う概要・経緯と地域

条件について（別冊2）』を踏まえ、本事業における整備基本計画（基本構想・基本

計画）を作成する。 

（２） 本事業で整理すべき基本事項の検討 

  本事業における整備基本計画をより具体化するため、下記事項について検討する。 

ア 条件の整理と検証 

建設候補地の状況や周辺環境への影響など想定される問題点を整理・検討

する。 

イ 施設規模、施設内容、事業運営等を検討する。 

ウ ＨＡＣＣＰの概念を取り入れたドライシステムの導入。 

エ 食物アレルギーの対応方法とその食数の検討を行う。 

オ 生ごみの減量化や環境負荷低減、省エネルギー設備の検討を行う。 

カ 給食残渣や廃油の再利用・設備の検討を行う。 

キ 災害時における対応や設備、一時避難所としての収容人数等の検討を行う。 

ク 解体整備工事（配送校における配膳室・昇降機等の改修も含む）を含めた事

業のスケジュールを検討する。 

（３） ＰＦＩ導入範囲の検討 

法制上の課題や本事業に関係する部署との協議を行い、ＰＦＩ方式による学校給

食事業の整備運営方法を整理する。 

ア 設計・工事（設計、造成、建築、解体、整備（配送校における配膳室・昇降

機等の改修も含む） 等） 

イ 運営（検品、調理、洗浄・保管、配送、回収、配膳、残渣・廃油・排水処理 

等） 

ウ 維持管理（保守、清掃、保安、修繕 等） 
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（４） ＰＦＩによる事業スキームの検討 

ア 事業の範囲や方式（ＢＴＯ方式等）を検討し、推奨スキームを設定する。 

イ 事業形態（サービス購入型等）を検討し、要求するサービス内容や水準を明

確にする。 

ウ 事業期間の検討を行う。 

エ ＰＦＩの資金調達方法や支援措置等（交付金、合併特例債、税制等）を検討

する。 

オ リスク分担に関する検討を行う。 

カ 地産地消や食育を取り入れた事業内容の可能性を検討する。 

キ 危機管理や修繕の範囲を検討する。 

（５） ＰＳＣの試算 

各種条件の整理と試算する事例設定の検討を踏まえ、従来型の整備手法、例えば

公設・公営で実施した場合の設計費・建設費・維持管理費等を算出するなど市の財

政負担額を試算する。 

（６） ＶＦＭの検討 

従来方式による公的財政負担見込み額の現在価値への換算及びＰＦＩ事業として

実施した場合の公的財政負担見込み額の現在価値への換算を行い、ＶＦＭの検討を

行う。 

（７） 民間意向調査 

本事業をＰＦＩ方式により実施した場合において、当該事業に関心を持つ民間事

業者の意向等を十分に調査し、民間事業者が参入可能な条件を分析する。 

ア 本事業に参画する可能性のある企業 

各業種（設計建設・厨房機器・維持管理・運営）３社以上のアンケートを

行い、関心のある企業に対して適宜ヒアリングを行うこと。 

イ 本事業に参画する可能性のある市内企業 

１０社以上のアンケートを行い、関心のある企業に対して訪問し、ヒアリ

ングを行うこと。 

ウ その他金融機関等、本事業に参画する可能性のある企業 

（８） 総合評価 

（２）から（７）による定量評価と定性評価の結果から、総合的に民活手法の導

入適否を評価する。あわせて、今後の課題について整理を行う。 

（９） 実施方針等の検討 

（８）による検討の結果、本事業をＰＦＩ事業として実施することに効果がある

と認められる場合、並行して市が行う『地質調査』『測量業務』『洪水調整池検討

業務』『学校給食推進委員会による協議』等を踏まえ、本事業における実施方針や

要求水準等を検討する。 

※検討結果に基づき想定される北部学校給食センターの配置、平面計画等及び維

持管理・運営に関する要求水準案の概略検討を行う。概略設計レベルのラフな

図面や事業計画モデル案を作成し、検討内容の可視化に努める。 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から平成２７年１０月２０日（火）まで 
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５ 業務体制の構築 

（１） 業務担当者の配置と基本的調査体制の構築 

本業務における担当者を配置するとともに、学校給食センターＰＦＩ事業（設計・

建設・維持管理運営・金融・財務・法務等）に関する知識を有するもので業務体制

を構築すること。この場合、他の事業所等と連帯して本業務に当たることも可能と

する。 

（２） 柔軟な業務打合せと助言体制の構築 

業務着手時、契約期間中、原則月１回は業務打合せや調査進捗状況を行うために

来訪できること。また、必要に応じて市が行う委員会等へアドバイザーとして出席

し、適宜助言・資料作成等を行うこと。 

その他進捗状況等に応じ、市が来訪を求めることがある。この場合、打合せ内容

に応じ、業務担当者でなく、専門知識を有する者による代理出席でも可能とする。 

 

６ 成果品 

（１） 整備基本計画（案）（Ａ４版、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本） ５０部 

※整備基本計画（案）は平成２７年６月中を目途に提出すること。 

（２） 報告書（Ａ４版、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本）        ５０部 

（３）  報告書概要版（報告書を要約したもの）               ５０部 

（４） 電子データ （（１）から（３）、ホームページ用を含む）      一式 

（５） 各種資料・図面等 （電子データ、紙ベース）           一式 

（６） 中間報告書（平成27年９月24日までに報告書または報告書概要版の提出ができる場合は不要）     ５０部 

※中間報告書の内容については、ＶＦＭの概算算出（３業務の内容（６）Ｖ

ＦＭの検討関係）を必須とします。また、一定の市内企業へのヒアリング

（３業務の内容（７）民間意向調査関係）結果も反映させるものとします。 

 

７ 秘密の保持等 

成果品の権利については、すべて市に帰属するものし、受託者は業務遂行上知り

得た情報を漏らしてはならない。 

 

８ 施設の概要 

（１） 建設予定地 松阪市曽原町312番地3外（旧天白小学校跡地） 

（２） 敷地面積 約９，４００㎡ ただし、建築面積に制限あり（別冊2資料3） 

（３） 想定食数 約５，０００食 

 

９ その他 

  成果品や旅費、資料作成費等、本業務に係る費用は、すべて契約額に含むものとし

ます。 

  なお、入札価格は、上記契約額から108分の100を乗じて得た金額（1円未満の端数は

切り捨てる。）とすること。 


